
 

 

 

 

 

交通局職員の懲戒処分について 
 

 

本日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 不適切な服務の管理 

 

２ 仕業点呼時のアルコール検知 

 

 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

高速鉄道本部 

駅務管理所 

助役(事案発生時

は駅長) 

事務職員 60 代 減給１号  

令和７年１月 22 日、研修に参加後、勤務時

間中の一部の職員を、被処分者の自己判断で勤

務から外し、会食へ参加させた。 

所 属 職 名 年齢 処分内容 事案の概要 

自動車本部 

港北営業所 

バス運転手 

運輸職員 40 代 戒告 

 令和７年１月 18 日、５時 10 分に実施した乗

務前の点呼で、呼気から 0.062 ㎎/ℓ のアルコ

ールが検出された。 

お問合せ先 

交通局人事課 Tel 045-671-3164 

令 和 ７ 年 ５ 月 2 3 日 
交 通 局 人 事 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 


